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令和５年 第２回 栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和５年２月２４日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和５年 第２回 

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。  

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第１号 農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第３号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 報告第４号 農地法第３条の規定による許可書の訂正について 

日程第 ８ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１１ 議案第４号 農用地利用集積計画について 

日程第１２ 議案第５号 農用地利用配分計画について 

日程第１３ 議案第６号 非農地証明願について 

 

１ 出席委員 （２３名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員、 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員、  ４番 佐々木    弘 委員、 

５番 遊 佐  一 成 委員、  ６番 菅 原  勝 宏 委員、 

７番 岩 淵  敬 一 委員、  ８番 米 山  嘉 彦 委員、 

９番 阿 部  一 信 委員、 １０番 曽 根  金 雄 委員、 

１１番 三 浦  正 勝 委員、 １２番 鈴 木  和 子 委員、 

   １３番 芳 賀  博 秋 委員、 １４番 尾 形  陽一郎 委員、 

   １５番 髙 橋    寛 委員、 １６番 狩 野  善 典 委員、 

 １７番 佐々木  耕太郎 委員、 １８番 髙 橋  榮 一 委員、 

 １９番 岩 渕    弘 委員、 ２０番 三 浦    栄 委員、 

 ２１番 大 沢  純 香 委員、 

 ２３番 大 場  裕 之 会長職務代理者、 

   ２４番 吉 田  優 俊 会長 

 

２ 欠席委員 なし 
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３ 議事に参与した者 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主 幹   高 橋    潤 

   農地農政係 主 幹   大 場    香 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長（吉田優俊 会長） 

 ご起立願います。 

 ご苦労様です。ご着席願います。 

暦のうえでは立春、そして雨水を過ぎまして、雪が雨に変わり季節がゆるむ頃となってお

りますが、まだまだ寒さ厳しい日が続いております。 

３月になりますと農作業も忙しくなってくると思われます。皆様には引き続き健康にご留

意され、活動にあたっていただければと存じます。 

  

 それでは、ただいまから令和５年 第２回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 ただいまの出席委員は、２３名であります。定足数に達しておりますので、直ちに会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、関係職員を出席させております。 

 なお、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 

 

議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条第２項の規定により、議席１９番 

岩渕 弘 委員、議席番号２０番 三浦 栄 委員 の両名を指名いたします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声 ― 
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議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。事務局から報告いたします。 

 

小山事務局長補佐 

 議案資料に基づき、令和５年１月２８日から令和５年２月２４日までに実施の事務事業

等の報告、並びに令和５年２月２５日から令和５年３月２８日までに予定している事務事

業等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、を報告いたします。 

 第 1区の番号 1番の 1案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、高清水地区の 畑 1筆 ８１３㎡のうち５６．０１㎡、農機具

の格納庫および作物の一時保管用の倉庫を設置するもので、工事期間は令和５年１月１６

日から同年３月３１日までの予定。 

 以上、１案件を説明報告。 

 

議長 

 次に、去る２月１７日、議席番号５番 遊佐 一成 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐藤 正博 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、その結果の報告をお願いいた

します。 

 それでは、佐藤 正博 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 正博 推進委員 

 報告します。去る２月１７日に遊佐 一成 委員、私と事務局の３名で書類審査及び現地

調査を実施しました。 

 番号１番は、農作業の効率化のため畑に農機具格納庫と作物の一時保管倉庫を建築する

ための現状変更です。現地は、自宅敷地内にある畑で野菜が植えてありました。 

施工にあっては自宅敷地内であり周辺農地への影響もないことから、特に問題ないもの

と判断しました。以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

 これで日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、報告を終わります。 

 

議長 

 日程第５、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告いたします。 

 第１区の番号１番から番号９番までの９案件、 

第２区の番号１０番から番号３５番までの２６案件、 

第３区の番号３６番から番号３８番までの３案件、 

合わせて３８案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 ２筆 ２，７２８㎡、 

 番号２番は、築館地区の 田 １筆 １，２２５㎡、 

番号３番は、築館地区の 田 １２筆 ３１，６３１㎡、いずれも農地法第３条による

賃貸借権解約の３案件、 

番号４番は、築館地区の 田 ２筆 ３，０７７㎡、 

番号５番は、高清水地区の 田 １筆 ７，２９２㎡、 

番号６番は、一迫地区の 田 ８筆 ９，６８５㎡、いずれも農業経営基盤強化促進法

（以下「基盤法」）による賃貸借権解約の３案件、 

番号７番と番号８番は関連案件で、一迫地区の 田 ５筆 １９，９２５㎡、 

 番号９番は、一迫地区の 田 ３筆 ５，８９５㎡、いずれも農地中間管理事業に関す

る配分計画の賃貸借権解約の３案件、 

第２区の番号１０番は、若柳地区の 田 ３筆 ２，５３８㎡、 

番号１１番は、若柳地区の 田 １６筆 ２２，４３６㎡、 

番号１２番は、若柳地区の 田 １筆 １，６２１㎡、 

番号１３番は、若柳地区の 田 １４筆 ８，７８４㎡、 

番号１４番は、若柳地区の 田 ２筆 １，４８４㎡、 

番号１５番は、若柳地区の 田 ２３筆 ３１，３９５㎡、 

番号１６番は、若柳地区の 田 ３筆 ３，０５２㎡、 

番号１７番は、若柳地区の 田 １７筆 １０，２５９㎡、 

番号１８番は、若柳地区の 田 １８筆 １４，１８６㎡、 

番号１９番は、若柳地区の 田 ５筆 ９，１５９㎡、 

番号２０番は、若柳地区の 田 ７筆 ４，７４４㎡、 

番号２１番は、若柳地区の 田 ９筆 １５，３２１㎡、いずれも農地法第３条による

賃貸借権解約の１２案件、 

番号２２番は、若柳地区の 田 ３筆 ３，７０５㎡、基盤法による賃貸借権解約の１

案件、 

番号２３番と番号２４番は関連案件で、若柳地区の 田 １筆 ８７㎡、農地中間管理
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事業に関する集積計画および配分計画の賃貸借権解約の２案件、 

番号２５番は、若柳地区の 田 １７筆 ９，００２㎡、 

番号２６番は、若柳地区の 田 １４筆 １０，２３１㎡、 

番号２７番は、若柳地区の 田 １５筆 １７，４６０㎡、 

番号２８番は、若柳地区の 田 １７筆 １５，０７８㎡、 

番号２９番は、若柳地区の 田 ２０筆 １４，５２５㎡、 

番号３０番は、若柳地区の 田 １３筆 ２０，６４６㎡、いずれも農地中間管理事業

に関する配分計画の賃貸借権解約の６案件、 

番号３１番は、金成地区の 田 １０筆 ８，６７６㎡、 

番号３２番は、金成地区の 田 １筆 ２，６０６㎡、いずれも基盤法による賃貸借権

解約の２案件、 

番号３３番と番号３４番は関連案件で、金成地区の 田 ２筆 ２，０５７㎡、農地利

用集積円滑化事業に関する基盤法による賃貸借権解約の２案件、 

番号３５番は、志波姫地区の 田 ３０筆 １６，８１７㎡、基盤法による賃貸借権解

約の１案件、 

 第３区の番号３６番は、栗駒地区の 田 １２筆 １１，７８９㎡、畑 ５筆 ３，９

１０㎡、計 １５，６９９㎡、農地法第３条による賃貸借権解約の１案件、 

 番号３７番は、栗駒地区の 田 １６筆 ２５，０１３㎡、 

 番号３８番は、鶯沢地区の 田 ２７筆 １４，４１６㎡、畑 ６筆 ２，２８８㎡、 

計 １６，７０４㎡、いずれも基盤法による賃貸借権解約の２案件、 

 以上、３８案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、 

報告を終わります。 

 

議長 

 日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号２番の２案件について、事務局から報告いたしま

す。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区の 田 ２筆 ７，１５４㎡、 

番号２番は、瀬峰地区の 田 １８筆 ３０，７０９㎡、畑 ５筆 ６，２６０㎡、 

計 ３６，９６９㎡、いずれも、農地法第３条による使用貸借権解約の２案件、 

以上、２案件を説明報告。 
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議長 

 続いて、第２区の番号３番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３番は、若柳地区の 畑 １筆 ５３３㎡、農地中間管理事業に関する配

分計画による貸借権解約の１案件、 

 以上、１案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

議長 

日程第７、報告第４号 農地法第３条の規定による許可書の訂正について、を報告いた

します。 

第１区の番号１番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、一迫地区の 畑 １筆 ５，００２㎡のうち１，４７５㎡、 

区分地上権設定の訂正で、農地の一部にかかる権利設定を農地全体に設定するため訂正 

もの。 

以上、１案件を説明報告。 

 

議長 

これで日程第７、報告第４号 農地法第３条の規定による許可書の訂正について、報告

を終わります。 

 

議長 

日程第８、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号１４番の１４案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 １筆 ３５９㎡、 

 番号２番は、築館地区の 田 １筆 １，２２５㎡、いずれも所有権移転売買の２案件、 

 番号３番は、築館地区の 畑 ２筆 ２，８６５㎡、所有権移転贈与の１案件、 

 番号４番は、築館地区の 田 １筆 ２，２３７㎡、 

 番号５番は、築館地区の 田 ４筆 １１，７００㎡、いずれも賃貸借権設定の２案件、 
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番号６番は、一迫地区の 田 １筆 ８７６㎡、 

 番号７番は、一迫地区の 田 ５筆 １９，９２５㎡、畑 ５筆 １，９４４㎡、 

計 ２１，８６９㎡、 

 番号８番は、一迫地区の 田 ４９筆 １７，７５２．８８㎡、畑 １８筆 ５６， 

５４３．００㎡、計 ７４，２９５．８８㎡、いずれも所有権移転売買の３案件、 

 番号９番は、一迫地区の 田 ５筆 ５，７２２㎡、 

 番号１０番は、一迫地区の 田 ７筆 ９，５３０㎡、 

 番号１１番は、一迫地区の 田 ８筆 １４，０４５㎡、 

番号１２番は、一迫地区の 田 １０筆 ５，９４９㎡、いずれも賃貸借権設定の４ 

案件、 

 番号１３番は、瀬峰地区の 田 ６筆 １８，５０２㎡、畑 ３筆 ５，４１１㎡、 

計 ２３，９１３㎡、 

 番号１４番は、瀬峰地区の 田 １８筆 ３０，７０９㎡、畑 ５筆 ６，２６０㎡、 

計 ３６，９６９㎡、いずれも所有権移転贈与の２案件、 

 以上、１４案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 正博 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 正博 推進委員 

 報告します。去る２月１７日に３名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番から番号３番、番号６番から番号８番、番号１３番から番号１４番は経営合理

化や労力不足による売買や贈与、親子間の経営移譲による贈与となっており、番号委４番

から５番、番号９番から番号１２番は労力不足や規模拡大、経営合理化を理由とするもの

であり、許可にあたっては全部効率利用要件や地域調和要件を勘案し、許可にあたっては

いずれも特に問題はないと判断しました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 
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 次に、第２区の番号１５番から番号２４番までの１０案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１５番と番号１６番は関連案件で、若柳地区の 畑 １筆 １３５㎡、 

所有権移転交換の２案件、 

番号１７番は、若柳地区の 田 ７筆 ６，２６８㎡、 

番号１８番は、若柳地区の 田 １８筆 １５，３７２㎡、いずれも賃貸借権設定の２ 

案件、 

番号１９番は、若柳地区及び志波姫地区の 田 ６６筆 ５８，８９１㎡、畑 ４筆 

２，９５１㎡、計 ６１，８４２㎡、使用貸借権設定の１案件、 

 番号２０番は、金成地区の 田 １０筆 ８，６７６㎡、 

 番号２１番は、金成地区の 田 ５筆 １０，９１５㎡、 

 番号２２番は、金成地区の 田 １筆 １，０４５㎡、 

 番号２３番は、金成地区の 田 １筆 １，０８８㎡、いずれも賃貸借権設定の４案件、 

番号２４番は、志波姫地区の 田 ３２筆 ４４，９９９㎡、畑 ２筆 １，６７０㎡、 

計 ４６，６６９㎡、使用貸借権設定の１案件、 

 以上、１０案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る２月２０日、農地利用最適化推進委員の 小野寺 栄悦 推進委員及び 阿部  

正一 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、阿部 正一 推進委員から報告願います。 

 

阿部 正一 推進委員 

 推進委員の阿部です。２月２０日に３名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１５番と番号１６番は耕作不便解消のための所有権移転交換、番号１７番と番号 

１８番、番号２０番から番号２３番はいずれも労力不足による賃貸借権設定、番号１９番 

と番号２４番は農業者年金継続受給のための経営継承による使用貸借権設定です。 

許可にあたってはいずれも特に問題はないと判断しました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

 ―「質疑なし」の声 ― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号２５番から番号４１番までの１７案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２５番は、栗駒地区の 田 ２筆 ３，０２１㎡、畑 １筆 １８８㎡、 

計 ３，２０９㎡、所有権移転売買の１案件、 

 番号２６番は、栗駒地区の 田 １５筆 １８，７５８㎡、畑 １筆 １，１２１㎡、

計 １９，８７９㎡、所有権移転贈与の１案件、 

 番号２７番は、栗駒地区の 田 ７筆 １９，０１５㎡、 

 番号２８番は、栗駒地区の 田 １９筆 １６，１１５㎡、 

 番号２９番は、栗駒地区の 田 ３筆 ２，５４７㎡、 

番号３０番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，０３４㎡の内２，０３３．７４㎡、 

 番号３１番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，０８７㎡の内２，０８６．７４㎡、 

 番号３２番は、栗駒地区の 田 １筆 １，３５２㎡の内１，３５１．７４㎡、 

 番号３３番は、栗駒地区の 田 ２筆 １，９９５㎡の内１，９９４．７４㎡、 

 番号３４番は、栗駒地区の 田 ３筆 １，７５６㎡の内１，７５５．７１㎡、いずれ

も貸借権設定の８案件、 

 番号３５番は、栗駒地区の 田 ２筆 ３，６９１㎡、使用貸借権設定の１案件、 

 番号３６番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，０３４㎡、 

 番号３７番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，０８７㎡、 

 番号３８番は、栗駒地区の 田 １筆 １，３５２㎡、 

番号３９番は、栗駒地区の 田 ２筆 １，９９５㎡、 

番号４０番は、栗駒地区の 田 ２筆 １，６８９㎡、いずれも区分地上権設定の５ 

案件、 

 番号４１番は、鶯沢地区の 田 ８筆 ２，６２６㎡、畑 ６筆 ２，２８８㎡、計 

４，９１４㎡、所有権移転売買の１案件、 

 以上、１７案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る２月２０日、議席番号１５番 髙橋 寛 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐藤 東一 推進委員及び 三浦 勇市 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、 

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１５番 髙橋 寛 委員から報告願います。 

 

髙橋 寛 委員 

 ご報告します。去る２月２０日に 佐藤 東一 推進委員、三浦 勇市 推進委員、事務局担
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当者、私の４名で書類審査及び現地確認調査を行いました。 

 さきに事務局担当者説明にありましたとおりであり、いずれの案件とも許可にあたりま

しては特に問題ないと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

 ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 について、の 

 番号１番から番号４１番までの４１案件について、原案のとおり許可することに賛成の

委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 について、の 

番号１番から番号４１番までの４１案件については、原案のとおり許可することに決定 

いたしました。 

 

議長 

 日程第９、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

 第３区の番号１番から番号２番の２案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第３区の番号１番は、鶯沢地区の 田 １筆 ３，０４２㎡の内４３２．２３㎡、申請

地を業務用地として一時転用し太陽光発電設備を設置し売電収入を得るものです。 

発電パネルは畦畔部分に設置し、それ以外は水稲を作付しホールクロップサイレージとし

て活用するもので、パネル下部は営農しないため営農型太陽光発電には該当しません。 

農地区分は農用地区域内農地ですが平成２８年３月３１日付農林水産省発出通達により、

農地の法面及び畦畔に太陽光発電設備を設置する場合の取扱いにより、適切な管理の下で

の農用地区域内での一時転用が可能である旨示されており、不許可の例外に該当するもの

です。 

 受付にあたっては通常の審査項目のほか、畦畔の維持管理計画及び設備設置部分以外の

営農計画についても確認しており、また、当該案件について宮城県にも照会確認したとこ

ろ、周辺農地への支障がない旨確認できれば設置可能との回答を受け、申請者から日影図

を提出いただき、周辺農地の営農に支障がないことを確認しております。 

 番号２番は、鶯沢地区の 田 １筆 ２，９７０㎡の内４０６．００㎡、番号１番の案

件と同様に申請地を業務用地として一時転用し、太陽光発電設備を設置し売電収入を得る

ものです。そのほかの内容につきましても番号１番と同様となります。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 東一 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 東一 推進委員 

ご報告します。去る２月２０日に議席番号１５番 髙橋 寛 委員、三浦 勇市 推進委員、

事務局担当者、私の４名で書類審査及び現地確認調査を行いました。 

 さきに事務局担当者説明にありましたとおりであり、基本的には番号１番、２番ともに 

同様の案件であり、番号１番は隣接農地がすべて申請者所有、番号２番は第３者所有であ 

ることから事業にあたって同意書をもらっております。 

このような案件は初めてであり各委員で許可すべきか悩みましたが、事務局説明にある

ように法的用件等は満たしており、２案件とも許可相当と判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

 ―「はい」の声と挙手 ― 
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議長 

 １３番 芳賀委員。 

 

芳賀 博秋 委員 

 芳賀です。面積が約３，０００㎡と圃場整備した田と思われますが、農振地域内の田 

であり今後さらに同様の案件の広がりが想定されます。一時転用で３年としたのはなぜ

か、通常では太陽光発電は２０年の一時転用と思われます。申請は条件がクリアしたので 

案件としたものと思いますが、現地確認報告で悩んだとのことであり、当案件は再考して

みるべきではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

議長 

 事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 一時転用期間の３年については国からの通達に基づいての設定で、以降は更新手続きを 

行っていくこととなります。太陽光発電は耐用年数が２０年ですが今後圃場の状況が変わ

る可能性もあることから、３年となっております。 

 

議長 

 芳賀委員よろしいですか。 

 

芳賀 博秋 委員 

 内容については農林水産省からの通達がもととなることは分かりました。ただ、農地行

政というのは地元の農業委員会でありますし、農地に関して各委員が将来的に考えて判断 

すべきではないかと私は思います。農振区域内の連坦性のある農地に今回案件のように太

陽光を設置すると、担い手への農地集約や将来的な土地利用に支障を及ぼす可能性もあり 

審査にあたっては将来の土地利用について１項目増やして、判断を保留し再度審査すべき

ではないでしょうか。 

 

議長 

 事務局説明の内容については了解のうえで、意見ということですか。 

 今は説明の内容に対する質疑です。質疑の回答内容についてはよろしいですか。 

 

芳賀 博秋 委員 

 事務局説明の内容については国の通達に沿っており、今回はこれで結構です。 

 

議長 

 それでは、会議開始から１時間が経過したので、午後２時４０分まで、休憩といたし 
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ます。 

 （暫時休憩：午後２時２８分から２時４３分まで） 

 

 

議長 

 休憩中の会議を再開いたします。（午後２時４３分） 

 引き続き質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 １１番 三浦委員。 

 

三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦です。今回の２案件に法的要件等に問題はなく、４条許可で設置できると

いう説明ですが、これだと市内どこでも設置できることとなり農業委員会としてどこを見

てチェックしているのかという目が委員会に向けられます。地域農業に及ぼす影響が際限

なく広がる可能性があり、営農作業にも支障が想定されることから、質疑というよりは議

論ということで、各委員の考えも聞いたうえで判断してはいかがでしょうか。 

 

議長 

 ただ今の発言内容は質疑というより討論になりますので、討論の時間の中で扱うことと

します。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

 ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 １７番 岩渕委員。 

 

岩渕 弘 委員 

 説明内容の大筋は理解しましたが、隣地との境である畦畔はどのような状況になるので

すか。 

 

議長 

 事務局説明。 
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事務局 

 先に説明のとおり番号１番の案件は隣接農地は申請者所有であり問題ありません。番号

２番の案件は隣接地の所有者にパネル設置や日照について説明のうえ同意書をいただいて

おります。 

 

議長 

 岩渕委員よろしいですか。 

 

岩渕 弘 委員 

 了解。 

 

議長 

 ほかにございませんか。 

 

 ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 ９番 阿部委員。 

 

阿部 一信 委員 

 ９番の阿部です。この問題に当てはまるかは分かりませんが、私の地域は中山間地域で 

耕作条件が悪いところがありますが、今年になり地域の水稲＋畜産農家が病に倒れ、畜産

はやめて田は耕作受け手がなく収入は年金のみとなった。生活するのに太陽光発電設備を

休耕田に設置し収入を得るしかない状況です。角度を変えてみると地域での生活を維持す

るうえで必要になる事もあるということです。 

 

議長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

 ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 ２０番 三浦委員。 

 

三浦 栄 委員 

 ２０番の三浦です。許可期間３年がひっかかっている。国は３年としているがどう考え

たらいいのか。 
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議長 

 事務局説明。 

 

事務局 

 国は農振農用地なので３年としている。 

 

 ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 １７番 佐々木委員。 

 

佐々木 耕太郎 委員 

 認定農業者だと１０年まで期間設定良いはず。申請者は認定農業者でないから３年とい

うことでないか。 

 

議長 

 案件の申請者が認定農業者かどうか、あとで確認し報告させます。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

 ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 ４番 佐々木委員。 

 

佐々木 弘 委員 

 ４番の佐々木です。資料中のパネルの角度がちょっとおかしいのではないか。本来は南

側に向くが北側を向いているものがあるのではないか確認したい。 

 それ以外の設置に対する許可については異議ありません。 

 

議長 

 事務局説明。 

 

事務局 

 パネルの向きについて資料内容を精査します。 

 

議長 

 では精査し後ほど報告することとします。 

 ほかに質疑ございませんか。 
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 ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 ７番 岩淵委員。 

 

岩淵 敬一 委員 

 初めての案件であり芳賀委員、三浦委員のおっしゃることは分かります。 

 ですが、審議をここで繰り返していって申請を覆すということまでは難しいのではない

かと思います。関係機関に確認したり隣接農地所有者の同意を得ているなど、手続きには

問題なく、また、私も長く農業委員を務めているが今回と似たような許可不許可に迷うよ

うな案件は過去にいくつもあった。しかし、関係機関に確認すれば要件を満たしているこ

とから許可相当でありました。したがって今回の案件は許可相当と考えます。 

 

議長 

 ほかに質疑ございませんか。 

  

 ―「なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 １１番 三浦委員。 

 

三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦です。許可要件としては満たしているということで理解します。 

ただ、他に及ぼす影響が大きいという点を考慮すれば、条件を附して許可するとか、 

想定される事を各委員で審議し、許可していくことが今の段階では必要と考えます。 

 

議長 

 ただ今の討論について、ほかにありませんか。 

 

  ―「はい」の声と挙手 ― 
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議長 

 １３番 芳賀委員。 

 

芳賀 博秋 委員 

 芳賀です。隣接農地の同意はあるようですが、ほかに日照要件、雨水の処理要件は説明 

がないので審査項目にないと思います。それらを含め、周辺農地への影響を要件に入れて 

審議すべきではないかと思いますので、許可にあたって条件を附していくべきと思います。 

 

議長 

 ほかに討論ございませんか。 

 

 ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 １１番 三浦委員。 

 

三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦です。国の通達では設置できるとしている中身が意外とはっきりしていな

いのではないか。法面で完結できる太陽光パネルとかを想定してあって、法面や畦畔をま

たぐ設置は想定していないのではないか。通達で言っているのはどこからどこまでなのか

確認する必要があると思います。 

 また、今回のような案件が出てきたときに集団的農地の活用、地域景観、隣接農地のほ

か周辺に広がりのある担い手農家の意見を徴するなどのことを入れるべきではないかと思

いますので国、県に要望していくべきと思います。法の網をくぐるようなことで守られて

きた農地が虫食い状態になっていくことは避けなければなりません。将来に禍根を残さな

いようそれらの審査要件などをもって厳密に審査すべきと考えます。 

 

議長 

 ほかに討論ございませんか。 

 

 ―「なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請 についての、第３区の番号１番から 

番号２番までの２案件について、原案のとおり許可することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 
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議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第９、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請 についての、 

第３区の番号１番から番号２番までの２案件については、原案のとおり許可することに 

決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第１０、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号５番の５案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 １筆 １，１５６㎡、所有権移転売買の１案件

で、申請地を購入し太陽光発電設備を設置し売電収入を得るものです。 

 農地区分は周囲を山林及びため池等によって分断された生産性の低い小集団農地となり

第２種農地、排水計画は雨水を自然浸透で処理することを説明。 

 番号２番は、築館地区の 畑 ２筆 ４８１㎡、番号１番と譲渡人、譲受人とも同一の

所有権移転売買の１案件ですが、申請地が番号１番と離れており別案件としております。

転用目的は申請地を購入し太陽光発電設備を設置し売電収入を得るものです。 

農地区分は都市計画区域内で準工業地域に指定されており第３種農地、排水計画は雨水

を自然浸透で処理することを説明。 

 番号３番は、築館地区の 畑 １筆 １，６７６㎡、こちらも同様に所有権移転売買の

１案件で、申請地を購入し太陽光発電設備を設置し売電収入を得るものです。 

農地区分は都市計画区域内で工業地域に指定されており第３種農地、排水計画は雨水を

自然浸透で処理することを説明。 

 番号４番は、一迫地区の 畑 １筆 １，２１７㎡、所有権移転贈与の１案件で、 

申請地を譲り受け太陽光発電設備を設置し売電収入を得るものです。 

 農地区分は概ね３００ｍ以内に市総合支所がある農用地区域内の農地となり第３種農

地、排水計画は雨水を自然浸透で処理することを説明。 

 番号５番は、瀬峰地区の 田 １筆 ５，１４８㎡の内６８０㎡、地上権設定となる案

件で、申請地を借り太陽光発電設備を農地法面に設置し、その他の部分は引き続き牧草作

付けをするものです。 

 農地区分は農振地域内の農用地ですが国の通達で農地法面等への設置につき不許可の例

外規定に該当、排水計画は雨水を自然浸透で処理することを説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号５番 遊佐 一成 委員から報告願います。 

 

遊佐 一成 委員 

      それでは報告いたします。去る２月１７日に佐藤 正博 推進委員、私と事務局担当者の

３名で書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番から番号５番はいずれも太陽光発電設備設置の案件で、いずれの案件について

も周辺農地への影響はないようであり、許可にあたっては特に問題がないものと判断しま

した。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号６番の１案件、について審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号６番は、若柳地区の 田 １筆 ５６７㎡、所有権移転贈与の１案件で、 

申請地を譲り受け一般個人住宅及び農業用倉庫並びに駐車場を建築造成するものです。 

 農地区分は第１種農地となりますが、令和４年第９回農業委員会総会において農業振興

地域除外の審査をいただいた農地で、一般住宅建築ということで例外規定の集落接続に該

当します。 

 排水計画は、生活排水は浄化槽による処理、雨水は自然浸透及び既設水路への排水であ

ることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、小野寺 栄悦 推進委員 から報告願います。 
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小野寺 栄悦 推進委員 

 それではご報告します。去る２月２０日、前述の３名にて書類審査及び現地確認を行い

ました。 

 番号６番は、譲渡人が稲作農家で、その後継者の個人住宅及び農業用倉庫を建築するた

めの贈与であり、周辺農地への影響はないようであり、許可にあたっては特に問題がない

ものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号７番から番号１２番までの６案件、について審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号７番は、栗駒地区の 畑 1筆 ３３９㎡、所有権移転贈与の１案件で、 

申請地を譲り受け一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものです。 

 農地区分は第１種農地となりますが、集落接続の例外規定に該当します。 

 排水計画は、生活排水は下水道接続による処理、雨水は自然浸透であることを説明。 

 番号８番から番号１２番までは、いずれも栗駒地区における営農型太陽光発電設備設置

に伴う同一借受人の１０年間一時転用の地上権設定案件です。 

番号８番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，０３４㎡の内０．２６㎡、 

 番号９番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，０８７㎡の内０．２６㎡、 

 番号１０番は、栗駒地区の 田 １筆 １，３５２㎡の内０．２６㎡、 

 番号１１番は、栗駒地区の 田 ２筆 １，９９５㎡の内０．２６㎡、 

 番号１２番は、栗駒地区の 田 ２筆 １，６８９㎡の内０．２９㎡、 

で、いずれもパネル下部で牧草を作付けします。 

 農地区分はいずれも農振地域内の農用地ですが営農型太陽光発電の設置につき不許可の

例外規定に該当、排水計画は雨水を自然浸透で処理することを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 
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 それでは、三浦 勇市 推進委員 から報告願います。 

 

三浦 勇市 推進委員 

 去る２月２０日に前述の４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号７番は、一般個人住宅及び駐車場を建築造成するもので、周辺農地への影響はなく 

許可にあたっては特に問題ないものと判断しました。 

番号８番から番号１２番の詳細は事務局説明のとおり、それぞれ営農型太陽光発電設備

を設置し、パネル下部では牧草を作付けする計画です、周辺農地にも営農型太陽光発電設

備を設置している隣接地となり、周辺への影響はないと考えられることから、許可にあた

っては特に問題ないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 議席番号１１番 三浦委員。 

 

三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦でございます。案件に共通してお尋ねします。宮城県内で認定農業者の認

定を受けているという説明でしたが、認定の受け方は市町村個々に認定されているのか、

どうしたら県内の認定をとれるのかお尋ねします。 

 

議長 

 事務局説明。 

 

事務局 

 一般の認定農業者は市で認定しますが、広域の認定については県に申請の一本化となっ

ております。 

 

議長 

 三浦委員よろしいですか。 
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三浦 正勝 委員 

 了解しました。 

 

議長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての番号１番から番号１２番ま

での１２案件について、原案のとおり許可することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１０、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての番号 

１番から番号１２番までの１２案件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 それでは、会議開始から１時間が経過したので、午後４時１０分まで、休憩といたし 

ます。 

 

 

 （暫時休憩：午後３時５５分から４時１０分まで） 

 

 

議長 

 休憩中の会議を再開いたします。（午後４時１０分） 
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議長 

 日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案

件がありますので、はじめに審議を行います。 

 

 第１区の番号１６番から番号１７番の２案件、番号２８番から番号３０番の３案件、 

合わせて５案件について審議いたします。 

 議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願い 

ます。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時１０分） 

（ １７番 佐々木 耕太郎 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後４時１０分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１６番は、高清水地区の 田 １筆 ２，５５４㎡、所有権移転売買の１ 

案件、 

番号１７番は、高清水地区の 田 ３筆 １７，１２４㎡、新規賃貸借権設定の１案件、 

番号２８番は、高清水地区の 田 １筆 ４，４００㎡、 

番号２９番は、高清水地区の 田 １筆 ７９２㎡、 

番号３０番は、高清水地区の 田 １筆 ３００㎡、いずれも新規の使用貸借権設定の

３案件、 

 以上、５案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 
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議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号１６番から番号１７番の２案件、番号２８番から番号３０番の３案件、 

合わせて５案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号１６番から番号１７番の２案件、番号２８番から番号３０番の３案件、 

合わせて５案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号１７番 佐々木 耕太郎 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時１２分） 

（ １７番 佐々木 耕太郎 委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後４時１２分） 

 次に、第１区の番号３８番の１案件、について審議いたします。 

 

 佐藤 正博 推進委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時１３分） 

（  佐藤 正博 推進委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後４時１３分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

 

事務局 

 第１区の番号３８番は、一迫地区の 田 ６筆 １５，６３１㎡、新規賃貸借権設定の 

１案件、 

 以上、１案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農用地利用集積計画についての、第１区の番号３８番の１案件、について、

原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画についての、第１区の番号３８

番の１案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、佐藤 

正博 推進委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後４時１５分） 

（  佐藤 正博 推進委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後４時１５分） 

 

次に、第２区の番号１００番から番号１０１番の２案件、について審議いたします。 

 議席番号９番 阿部 一信 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時１５分） 

（ ９番 阿部 一信 委員 退席 ） 
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議長 

 会議を再開します。（午後４時１５分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１００番は、金成地区の 田 １８筆 ２３，１８９㎡、 

番号１０１番は、金成地区の 田 １筆 ４，２４４㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

２案件、 

 以上、２案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１００番から番号１０１番

の２案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１０

０番から番号１０１番の２案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席
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番号９番 阿部 一信 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時１８分） 

（ 番号９番 阿部 一信 委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後４時１８分） 

次に、第２区の番号１０２番から番号１０４番の３案件、番号１２４番から番号１２５

番の２案件、 

合わせて５案件について審議いたします。 

 

 阿部 正一 推進委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時１９分） 

（  阿部 正一 推進委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後４時１９分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１０２番は、金成地区の 田 ２筆 ９６１㎡、 

 番号１０３番は、金成地区の 田 ５筆 ５，２５７㎡、 

 番号１０４番は、金成地区の 田 １筆 ９９９㎡、いずれも新規賃貸借権設定の３ 

案件、 

 番号１２４番は、金成地区の 田 ５筆 ４，３３０㎡、 

 番号１２５番は、金成地区の 田 １筆 １，０２７㎡、いずれも賃貸借権更新の２ 

案件、 

 以上、５案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 
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討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１０２番から番号１０４番

の３案件、番号１２４番から番号１２５番の２案件、 

合わせて５案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１０

２番から番号１０４番の３案件、番号１２４番から番号１２５番の２案件、 

合わせて５案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、阿部

正一 推進委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時２１分） 

（  阿部 正一 推進委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後４時２１分） 

次に、第２区の番号１３６番の１案件、について審議いたします。 

 

 議席番号４番 佐々木 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時２１分） 

（  ４番 佐々木 弘 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後４時２１分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第２区の番号１３６番は、志波姫地区の 田 ７筆 ３，６６２㎡、新規賃貸借権設定の 

１案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１３６番の１案件、につい

て、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１３

６番の１案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号４番 佐々木 弘 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後４時２３分） 

 

（ ４番 佐々木 弘 委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後４時２３分） 
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次に、第３区の番号１６６番の１案件、番号１７０番の１案件、番号１８０番から番号

１８７番までの８案件、番号１９８番から番号１９９番の２案件、番号２０１番から番号

２０３番までの３案件、 

合わせて１５案件について審議いたします。 

 

 議席番号１９番 岩渕  弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時２４分） 

（  １９番 岩渕 弘 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後４時２４分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号１６６番は、栗駒地区の 田 ３筆 ２，８３９㎡、新規賃貸借権設定の 

１案件、 

番号１７０番は、栗駒地区の 田 ８筆 ８，９２８㎡、新規及び更新の賃貸借権設定 

の１案件、 

番号１８０番は、栗駒地区の 田 １２筆 １２，５０９㎡、 

番号１８１番は、栗駒地区の 田 ７筆 ６，５１５㎡、 

 番号１８２番は、栗駒地区の 田 １４筆 １１，６１５㎡、 

番号１８３番は、栗駒地区の 田 ５筆 １２，３８９㎡、 

番号１８４番は、栗駒地区の 田 １０筆 ２４，６２４．５６㎡、 

番号１８５番は、栗駒地区の 田 ４筆 ５，８９８㎡、 

番号１８６番は、栗駒地区の 田 ５筆 ７，０５５㎡、 

番号１８７番は、栗駒地区の 田 ６筆 ４，９５９㎡、いずれも賃貸借権設定更新の

８案件、 

番号１９８番は、鶯沢地区の 田 ７筆 １１，９５９㎡、 

番号１９９番は、鶯沢地区の 田 ３筆 ５，７２５㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

２案件、 

番号２０１番は、鶯沢地区の 田 ５筆 ７，５３７㎡、 

番号２０２番は、鶯沢地区の 田 ７筆 １３，００３㎡、 

番号２０３番は、鶯沢地区の 田 １１筆 １８，４２６㎡、いずれも賃貸借権設定更

新の３案件、 

 以上、１５案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農用地利用集積計画についての、第３区の番号１６６番の１案件、番号

１７０番の１案件、番号１８０番から番号１８７番までの８案件、番号１９８番から番号

１９９番の２案件、番号２０１番から番号２０３番までの３案件、 

合わせて１５案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画についての、第３区の番号 

１６６番の１案件、番号１７０番の１案件、番号１８０番から番号１８７番までの８案

件、番号１９８番から番号１９９番の２案件、番号２０１番から番号２０３番までの３ 

案件、 

合わせて１５案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号１９番 岩渕  弘 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時２８分） 

 

（ １９番 岩渕  弘 委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後４時２８分） 
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議長 

次に、第３区の番号２０６番から番号２０８番の３案件、について審議いたします。 

 

 議席番号１６番 狩野 善典 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後４時２８分） 

（  １６番 狩野 善典 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後４時２８分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２０６番は、花山地区の 田 １筆 ７９９㎡、 

 番号２０７番は、花山地区の 田 １筆 ２，５２５㎡、 

 番号２０８番は、花山地区の 田 １筆 ３，５４７㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

３案件、 

 以上、３案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農用地利用集積計画についての、第３区の番号２０６番から番号２０８番の

３案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 
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議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画についての、第３区の番号２０

６番から番号２０８番の３案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号１６番 狩野 善典 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後４時３０分） 

 

（ １６番 狩野 善典 委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後４時３０分） 

 次に、第１区の番号１番から番号１５番までの１５案件、番号１８番から番号２７番ま

での１０案件、番号３１番から番号３７番までの７案件、番号３９番から番号６７番まで

の２９案件、 

合わせて６１案件について、審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 畑 ４筆 ９，４１５㎡、 

番号２番は、築館地区の 田 ６筆 １２，１５５㎡、 

 番号３番は、築館地区の 田 ２筆 ３，０７７㎡、いずれも所有権移転売買の３案件、 

 番号４番は、築館地区の 田 １筆 ７，２４１㎡、 

 番号５番は、築館地区の 田 ６筆 １３，９５４㎡、畑 ２筆 ６０３㎡、計 １４, 

５５７㎡、 

 番号６番は、築館地区の 田 ８筆 ７，７８６㎡、 

 番号７番は、築館地区の 田 ８筆 １０，０１６．９４㎡、 

 番号８番は、築館地区の 田 ２筆 １６，０２９㎡、 

 番号９番は、築館及び志波姫地区の 田 １７筆 １１，３３８㎡、畑 ２筆 １，０

８５㎡、計 １２，４２３㎡、いずれも新規賃貸借権設定の６案件、 

 番号１０番は、築館地区の 田 ９筆 １６，０２９㎡、新規および更新の賃貸借権設

定の１案件、 

 番号１１番は、築館地区の 田 １６筆 ２１，０２４㎡、畑 １筆 ３３９㎡、計 

２１，３６３㎡、 

 番号１２番は、築館地区の １４筆 ２３，７７３㎡、いずれも賃貸借権設定更新の 

２案件、 
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 番号１３番は、築館地区の 田 ２筆 ２，０００㎡、新規使用貸借権設定の１案件、 

 番号１４番は、高清水地区の 田 ２筆 １，６７５㎡、 

 番号１５番は、高清水地区の 田 ２筆 ２６９㎡、いずれも所有権移転売買の２案件、 

 番号１８番は、高清水地区の 田 ５筆 ２，９２１㎡、 

 番号１９番は、高清水地区の 田 ５筆 ７，２４９㎡、 

 番号２０番は、高清水地区の 田 ６筆 １２，６２４㎡、 

 番号２１番は、高清水地区の 田 ２筆 ４，３６１㎡、 

 番号２２番は、高清水地区の 田 １筆 １，０１１㎡、 

 番号２３番は、高清水地区の 田 １筆 ６，５６６㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

６案件、 

 番号２４番は、高清水地区の 田 ５筆 １４，０８３㎡、 

 番号２５番は、高清水地区の 田 ４筆 ３，７６８㎡、 

 番号２６番は、高清水地区の 田 ２筆 １７，４１８㎡、 

 番号２７番は、高清水地区の 田 １筆 ３，５３５㎡、いずれも賃貸借権設定更新の 

４案件、 

 番号３１番は、高清水地区の 田 ３筆 １，１２３㎡、新規使用貸借権設定の１案件、 

 番号３２番は、一迫地区の 畑 １筆 １６，８３０㎡、 

 番号３３番は、一迫地区の 田 １４筆 ２０，０１１㎡、 

 番号３４番は、一迫地区の 田 ８筆 ９，６８５㎡、いずれも所有権移転売買の３案

件、 

 番号３５番は、一迫地区の 田 １０筆 ９，５９５㎡、 

 番号３６番は、一迫地区の 田 １筆 １，０３１㎡、 

 番号３７番は、一迫地区の 田 １筆 ２，０１１㎡、 

 番号３９番は、一迫地区の 田 ２筆 ７，１５４㎡、 

 番号４０番は、一迫地区の 田 ７筆 １１，４２０㎡、 

 番号４１番は、一迫地区の 田 １筆 ６，６４８㎡、 

 番号４２番は、一迫地区の 田 ３筆 ３，６１７㎡、いずれも新規賃貸借権設定の７

案件、 

 番号４３番は、一迫地区の 田 ２筆 １，８０２㎡、 

 番号４４番は、一迫地区の 田 ５筆 ４，７２１㎡、 

 番号４５番は、一迫地区の 田 ４筆 ８，３６２㎡、 

 番号４６番は、一迫地区の 田 ２筆 ５，００４㎡、 

 番号４７番は、一迫地区の 田 ３筆 ４，０９２㎡、 

 番号４８番は、一迫地区の 田 ９筆 ２４，７７９㎡、 

番号４９番は、一迫地区の 田 １０筆 １４，１９８㎡、 

 番号５０番は、一迫地区の 田 １筆 ４，２０８㎡、 

 番号５１番は、一迫地区の 田 １０筆 １０，１５５㎡、いずれも賃貸借権設定更新

の９案件、 
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 番号５２番は、瀬峰地区の 田 １筆 ２，６２２㎡、 

 番号５３番は、瀬峰地区の 田 １筆 ６，８９４㎡、 

 番号５４番は、瀬峰地区の 田 ２筆 ２，０５６㎡、 

 番号５５番は、瀬峰地区の 田 １筆 １，９５４㎡、 

 番号５６番は、瀬峰地区の 田 １筆 ２，０２６㎡、 

 番号５７番は、瀬峰地区の 田 ２筆 ５，４０２㎡、 

 番号５８番は、瀬峰地区の 田 ２筆 １，９３４㎡、 

 番号５９番は、瀬峰地区の 田 １筆 ５９９㎡、 

 番号６０番は、瀬峰地区の 田 ２筆 ３，１２５㎡、いずれも新規賃貸借権設定の９

案件、 

 番号６１番は、瀬峰地区の 田 ４筆 ４，９２１㎡、 

 番号６２番は、瀬峰地区の 田 ５筆 ５，８１９㎡、 

 番号６３番は、瀬峰地区の 田 ３筆 ６，１４７㎡、 

 番号６４番は、瀬峰地区の 田 ３筆 ９，２７８㎡、 

 番号６５番は、瀬峰地区の 田 １筆 ２，５１３㎡、 

 番号６６番は、瀬峰地区の 田 １筆 １，７１８㎡、 

 番号６７番は、瀬峰地区の 田 １筆 ３，２７７㎡、いずれも賃貸借権設定更新の 

７案件、 

 以上、６１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

議長 

 次に、第２区の番号６８番から番号９９番までの３２案件、番号１０５番から番号１２

３番までの１９案件、番号１２６番から番号１３５番までの１０案件、番号１３７番から

番号１６１番までの２５案件、 

合わせて８６案件について、審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第２区の番号６８番は、若柳地区の 田 １筆 １，１６３㎡、 

 番号６９番は、若柳地区の 田 ３筆 ３，７０５㎡、いずれも所有権移転売買の２案

件、 

 番号７０番は、若柳地区の 田 ３筆 ２，５３８㎡、 

 番号７１番は、若柳地区の 田 １６筆 ２２，４３６㎡、 

 番号７２番は、若柳地区の 田 １筆 １，６２１㎡、 

 番号７３番は、若柳地区の 田 ２筆 １，５９１㎡、 

 番号７４番は、若柳地区の 田 ２筆 １，４８４㎡、 

 番号７５番は、若柳地区の 田 ２３筆 ３１，３９５㎡、 

 番号７６番は、若柳地区の 田 ５筆 ４，４８３㎡、 

 番号７７番は、若柳地区の 田 ３筆 ３，０５２㎡、 

 番号７８番は、若柳地区の 田 １４筆 ８，７８４㎡、 

 番号７９番は、若柳地区の 田 １７筆 １０，２５９㎡、 

番号８０番は、若柳地区の 田 ４筆 ３，５４４㎡、 

 番号８１番は、若柳地区の 田 １８筆 １４，１８６㎡、 

 番号８２番は、若柳地区の 田 ５筆 ９，１５９㎡、 

 番号８３番は、若柳地区の 田 ７筆 ４，７４４㎡、 

 番号８４番は、若柳地区の 田 ８筆 １２，４８７㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

１５案件、 

 番号８５番は、若柳地区の 田 １筆 ９５８㎡、 

 番号８６番は、若柳地区の 田 ８筆 ６，４７８㎡、 

 番号８７番は、若柳地区の 田 ３筆 ２，３７３㎡、 

 番号８８番は、若柳地区の 田 ５筆 ４，５６９㎡、 

 番号８９番は、若柳地区の 田 ４筆 ３，３４４㎡、 

 番号９０番は、若柳地区の 田 ５１筆 ３２，４７３㎡、畑 １筆 ２３０㎡、計 

３２，７０３㎡、 

 番号９１番は、若柳地区の 田 １３筆 １２，４６３㎡、 

 番号９２番は、若柳地区の 田 １５筆 １３，７２４．１９㎡、 

 番号９３番は、若柳地区の 田 ７筆 ６，６６６㎡、 

 番号９４番は、若柳地区の 田 ４筆 ５，３８３㎡、 

 番号９５番は、若柳地区の 田 ２９筆 ２４，７１５㎡、 

 番号９６番は、若柳地区の 田 １７筆 １７，０２１㎡、 

 番号９７番は、若柳地区の 田 ３１筆 ２２，８７０㎡、いずれも賃貸借権設定更新

の１３案件、 

 番号９８番は、金成地区の 田 ２筆 ２，０５７㎡、 

 番号９９番は、金成地区の 田 １筆 ２，６０６㎡、いずれも所有権移転売買の２案件、 
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 番号１０５番は、金成地区の 田 ５筆 ４，２２２㎡、 

 番号１０６番は、金成地区の 田 ２筆 ３，０９０㎡、 

番号１０７番は、金成地区の 田 ３筆 ４，２１１㎡、 

 番号１０８番は、金成地区の 田 ３筆 １０，１９３㎡、 

 番号１０９番は、金成地区の 田 ２筆 ３，９８０㎡、 

 番号１１０番は、金成地区の 田 ２筆 ９，９０３㎡、 

 番号１１１番は、金成地区の 田 ８筆 ６，６７７㎡、 

番号１１２番は、金成地区の 田 １１筆 １０，６６０㎡、 

 番号１１３番は、金成地区の 田 ５筆 ５，１０７㎡、 

 番号１１４番は、金成地区の 田 ２４筆 ２１，４２８㎡、 

 番号１１５番は、金成地区の 田 ９筆 １１，４４２㎡、 

 番号１１６番は、金成地区の 田 ６筆 ５，８０３㎡、 

 番号１１７番は、金成地区の 田 １筆 ５０５㎡、 

 番号１１８番は、金成地区の 田 ９筆 ８，４９６㎡、 

 番号１１９番は、金成地区の 田 ２筆 ４，９９９㎡ 

 番号１２０番は、金成地区の 田 ５筆 ５，０７８㎡、 

 番号１２１番は、金成地区の 田 １１筆 １４，７１４㎡、 

 番号１２２番は、金成地区の 田 ３筆 ２，００５㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

１８案件、 

 番号１２３番は、金成地区の 田 ８筆 １１，７９５㎡、新規および更新の賃貸借権

設定の１案件、 

 番号１２６番は、金成地区の 田 ３筆 １２，６０６㎡、 

 番号１２７番は、金成地区の 田 ５筆 ４，４４１㎡、 

 番号１２８番は、金成地区の 田 ３筆 １１，６０６㎡、 

 番号１２９番は、金成地区の 田 ３筆 ６，５０４㎡、 

 番号１３０番は、金成地区の 田 ４筆 ３，０２３㎡、 

 番号１３１番は、金成地区の 田 １筆 １，９４０㎡、 

 番号１３２番は、金成地区の 田 ２筆 １８，７８３㎡、 

 番号１３３番は、金成地区の 田 ２筆 ２，６４６㎡、 

 番号１３４番は、金成地区の 田 １２筆 １１，８２７㎡、いずれも賃貸借権設定更

新の９案件、 

 番号１３５番は、金成地区の 田 ３筆 １６７㎡、畑 １筆 ７８㎡、計 ２４５㎡、 

使用貸借権設定更新の１案件、 

 番号１３７番は、志波姫地区の 田 ７筆 １８，８２７㎡、 

 番号１３８番は、志波姫地区の 田 １１筆 １６，７１２㎡、 

 番号１３９番は、志波姫地区の 田 ２４筆 １０，８６５㎡、 

 番号１４０番は、志波姫地区の 田 ２２筆 １１，３５２㎡、 

 番号１４１番は、志波姫地区の 田 ６筆 １０，４３７㎡、 
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 番号１４２番は、志波姫地区の 田 １筆 １，８０７㎡、 

 番号１４３番は、志波姫地区の 田 ８筆 １９，６８４㎡、 

 番号１４４番は、志波姫地区の 田 ４筆 ７，７５０㎡、 

 番号１４５番は、志波姫地区の 田 ４筆 ５，１３５㎡、 

 番号１４６番は、志波姫地区の 田 ７筆 ２０，９０６㎡、 

 番号１４７番は、志波姫地区の 田 ２筆 ６，１００㎡、 

 番号１４８番は、志波姫地区の 田 ６筆 ９，５３１㎡、 

 番号１４９番は、志波姫地区の 田 １筆 １，４０８㎡、 

 番号１５０番は、志波姫地区の 田 ４筆 １２，６５８㎡、 

 番号１５１番は、志波姫地区の 田 ５筆 １１，３６２㎡、いずれも新規賃貸借権設

定の１５案件、 

 番号１５２番は、志波姫地区の 田 ２筆 ２，６４４㎡、 

 番号１５３番は、志波姫地区の 田 １０筆 １１，８０７㎡、 

 番号１５４番は、志波姫地区の 田 ２筆 ３，３７１㎡、 

 番号１５５番は、志波姫地区の 田 ４筆 ３，５７２㎡、 

 番号１５６番は、志波姫地区の 田 ４筆 １６，４７３㎡、 

 番号１５７番は、志波姫地区の 田 １筆 ５４６㎡、 

 番号１５８番は、志波姫地区の 田 ２筆 ６，７８９㎡、 

 番号１５９番は、志波姫地区の 田 ７筆 １１，７２７㎡、 

 番号１６０番は、志波姫地区の 田 １０筆 １４，２２４㎡、 

 番号１６１番は、志波姫地区の 田 ７筆 １６，５９８㎡、いずれも賃貸借権設定更

新の１０案件、 

 以上、８６案件を説明。                                             

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

議長 

次に、第３区の番号１６２番から番号１６５番までの４案件、番号１６７番から番号１

６９番までの３案件、番号１７１番から番号１７９番かでの９案件、番号１８８番から番

号１９７番までの１０案件、番号２００番の１案件、番号２０４番から番号２０５番の２

案件、番号２０９番から番号２１０番の２案件、 
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合わせて３１案件について、審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１６２番は、栗駒地区の 田 ２筆 ３，６１５㎡、 

 番号１６３番は、栗駒地区の 田 ２筆 ３，１２１㎡、 

 番号１６４番は、栗駒地区の 田 １筆 ４３７㎡、 

 番号１６５番は、栗駒地区の 田 １７筆 ２０，５３１㎡、 

 番号１６７番は、栗駒地区の 田 ３筆 ４，７７６㎡、 

 番号１６８番は、栗駒地区の 田 １筆 １，７０９㎡、 

 番号１６９番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，９０１㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

７案件、 

 番号１７１番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，０３４㎡、 

 番号１７２番は、栗駒地区の 田 ５筆 ３，７０２㎡、 

 番号１７３番は、栗駒地区の 田 ９筆 ２１，９７４㎡、 

 番号１７４番は、栗駒地区の 田 ５筆 ６，５２８㎡、 

 番号１７５番は、栗駒地区の 田 ２筆 ３，８２５㎡、 

 番号１７６番は、栗駒地区の 田 ８筆 １４，４２８㎡、 

 番号１７７番は、栗駒地区の 田 １３筆 ４，９５３㎡、 

 番号１７８番は、栗駒地区の 田 ４筆 １１，６２３㎡、 

 番号１７９番は、栗駒地区の 田 ５筆 ４，５８３㎡、 

 番号１８８番は、栗駒地区の 田 ５筆 １２，１２６㎡、 

 番号１８９番は、栗駒地区の 田 ５筆 １０，０７７㎡、 

 番号１９０番は、栗駒地区及び一迫地区の 田 １０筆 １６，６２７㎡、いずれも賃

貸借権設定更新の１２案件、 

 番号１９１番は、鶯沢地区の 田 ４筆 １０，９９５㎡、 

 番号１９２番は、鶯沢地区の 田 ３筆 ２，８１２㎡、 

 番号１９３番は、鶯沢地区の 田 １１筆 ７，４３８㎡、 

 番号１９４番は、鶯沢地区の 田 ４筆 ２，０７１㎡、 

番号１９５番は、鶯沢地区の 田 ６筆 ６，４１４㎡、 

番号１９６番は、鶯沢地区の 田 １８筆 １６，５９１㎡、 

番号１９７番は、鶯沢地区の 田 ７筆 ８，４０６㎡、 

番号２００番は、鶯沢地区の 田 ５筆 ５，４３０㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

８案件、 

番号２０４番は、鶯沢地区の 田 １３筆 １３，８５２㎡、 

番号２０５番は、鶯沢地区の 田 ２筆 ２，７８７㎡、 

番号２０９番は、花山地区の 田 ４筆 ２，６０７㎡、 

番号２１０番は、花山地区の 田 ６筆 ５，８１７㎡、畑 ２筆 ８７６㎡、計 
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６，６９３㎡、いずれも賃貸借権設定更新の４案件、 

 以上、３１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号１番から番号１５番までの１５案件、 

番号１８番から番号２７番までの１０案件、 

番号３１番から番号３７番までの７案件、 

番号３９番から番号６７番までの２９案件、 

    合わせて６１案件、 

第２区の番号６８番から番号９９番までの３２案件、 

番号１０５番から番号１２３番までの１９案件、 

番号１２６番から番号１３５番までの１０案件、 

番号１３７番から番号１６１番までの２５案件、 

    合わせて８６案件、 

 第３区の番号１６２番から番号１６５番までの４案件、 

     番号１６７番から番号１７９番までの９案件、 

     番号１８８番から番号１９７番までの１０案件、 

     番号２００番の１案件、 

     番号２０４番から番号２０５番の２案件、 

     番号２０９番から番号２１０番の２案件、 

    合わせて３１案件、 

合計１７８案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 
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  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１１、議案第４号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号１番から番号１５番までの１５案件、 

番号１８番から番号２７番までの１０案件、 

番号３１番から番号３７番までの７案件、 

番号３９番から番号６７番までの２９案件、 

    合わせて６１案件、 

第２区の番号６８番から番号９９番までの３２案件、 

番号１０５番から番号１２３番までの１９案件、 

番号１２６番から番号１３５番までの１０案件、 

番号１３７番から番号１６１番までの２５案件、 

    合わせて８６案件、 

 第３区の番号１６２番から番号１６５番までの４案件、 

     番号１６７番から番号１７９番までの９案件、 

     番号１８８番から番号１９７番までの１０案件、 

     番号２００番の１案件、 

     番号２０４番から番号２０５番の２案件、 

     番号２０９番から番号２１０番の２案件、 

    合わせて３１案件、 

合計１７８案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１２、議案第５号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 第１区の番号１番の１案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区の 田 ３筆 ５，８９５㎡、新規賃貸借権設定の１案

件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
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  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 日程第１２、議案第５号 農用地利用配分計画についての、第１区の番号１番の１案件

について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１２、議案第５号 農用地利用配分計画についての、第１区の番号１番

の１案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１３、議案第６号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 第１区の番号１番から番号５番までの５案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 畑 １筆 ７３㎡、昭和５０年頃に転用されたもの

と思われ、申請地隣地住民の自宅増築時に敷地として提供し現在に至り、今後農地への復

元が困難であることから、非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 番号２番は、高清水地区の 畑 ２筆 １，７７６㎡、平成元年頃及び１５年頃、３８

－１を駐車場として整備し、その後３８-３を薬局店舗用地として貸し出し現在に至り、今

後農地への復元が困難であることから、非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 番号３番は、一迫地区の 畑 １筆 ２３０㎡、昭和２０年頃に転用されたものと思わ

れ、申請地隣地住民に宅地として提供し現在に至り、今後農地への復元が困難であること

から、非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 



 43 

 番号４番は、一迫地区の 田 １筆 ９４８㎡、平成１２年頃から労力不足により原野

化し現在に至り、今後農地への復元が困難であることから、非農地の証明を願い出た旨の

１案件、 

 番号５番は、一迫地区の 畑 ２筆 ２，３２９㎡、真坂館浦６０－２については先代

の義父の労力不足により山林化、北沢寺沢１５－１については寺院駐車場として提供、い

ずれも平成元年頃より転用され現在に至り、今後農地への復元が困難であることから、非

農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 以上、５案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号５番 遊佐 一成 委員 から報告願います。 

 

遊佐 一成 委員 

 報告いたします。去る２月１７日に先の３名で書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番は、参考資料で見ると一目瞭然ですが現地は既に宅地化されており、今後農地

への復元は困難であり、今回の申請にあたっては特に問題ないものと判断しました。 

 番号２番についても、参考資料で見ると一目瞭然ですが現地は既に宅地化されており、

今後農地への復元は困難であり、今回の申請にあたっては特に問題ないものと判断しまし

た。 

 番号３番は、宅地と宅地の間の登記上畑の土地について既に宅地化しており、今後農地

への復元は困難であり、今回の申請にあたっては特に問題ないものと判断しました。 

 番号４番は、宅地と雑種地に囲まれた農地ですが原野化しており、今後農地への復元は

困難であり、今回の申請にあたっては特に問題ないものと判断しました。 

 番号５番は、現況が山林及び寺院の駐車場として使用されており、今後農地への復元は

困難であり、今回の申請にあたっては特に問題ないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 
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  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第６号 非農地証明願についての、第１区の番号１番から番号５番までの５案件に

ついて、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１３、議案第６号 非農地証明願の、第１区の番号１番から番号５番ま

での５案件については、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 以上をもちまして、本日の会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和５年 第２回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

  ＜ 午後４時５８分 閉会 ＞ 
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